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１．計画策定の背景と趣旨                      

わが国の高齢化は世界に例のない速さで進行しており、少子化や核家族化による高齢者のみの

世帯や一人暮らし高齢者の増加など、高齢者を取り巻く環境も大きく変化してきています。 

また、今後は、団塊の世代が後期高齢者となり、本格的な超高齢社会になると予想されており

ます。 

介護保険制度は平成12年度の開始以降、我が国の高齢社会の介護問題を解決する制度として定

着してきました。 

本町においても、「大山町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を主体に、適切な介護サービス

及び地域支援事業を提供し、高齢者が可能な限り健康で自立した生活ができるよう、様々な課題

に取り組んできました。 

第３期計画では、要介護状態になる前の段階から継続的・効果的な介護予防サービスを推進す

る「予防重視型システム」を推進、第５期計画では、「介護」・「予防」・「医療」・「生活支援」・「住

まい」の５つのサービスを一体的に提供し、高齢者一人ひとりの状態に応じて、地域の様々な支

援・サービスを活用しながら、住み慣れた家庭・地域で安心して暮らせる環境づくりの充実に取

り組む地域包括ケアシステムを重視した高齢者施策を推進してきました。 

こうした状況の中、今後も高齢化が進み、高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯、認知症高齢者

もさらに増加することが予測されており、団塊の世代が75歳以上となる平成37年（2025年）を見

据え、地域包括ケアシステムの構築に向け、着実に計画を推進していく必要があります。 

また、地域共生社会の実現に向けた取り組みとして、支援を必要とする住民が抱える多様で複

合的な地域課題について、住民や福祉関係者による現状把握、課題の解決を図ることが重要とな

っています。 

以上のことから、本計画は、在宅医療・介護連携の強化、総合的な認知症施策の推進、生活支

援・介護予防の基盤整備等、地域包括ケアシステムの深化を進める計画として『大山町高齢者福

祉計画・第７期介護保険事業計画』を策定するものです。 
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２．計画の位置づけ                         

（１）法令の根拠 

本計画は、老人福祉法第20条の8に規定された「高齢者福祉計画」、介護保険法第117条に規定

された「介護保険事業計画」を総合的かつ一体的に策定したものです。 

 

（２）高齢者福祉計画と介護保険事業計画の関係 

高齢者福祉計画は、介護保険サービスの提供の他、介護保険の対象とならない生活支援サー

ビス等の提供も含めて、すべての高齢者に対して、心身の健康の保持及び日常生活を維持する

ために必要な措置が講じられるよう、高齢者福祉サービス全般にわたる方策を定めるものです。 

一方、介護保険事業計画は、介護サービスの見込み量や制度の円滑な運営に資する方策等を

定めるものであり、その内容は高齢者福祉計画に包含されていることから、両計画を一体とし

て策定するものです。 

 

（３）関連計画との位置づけ 

本計画は、大山町の長期基本計画である「大山町未来づくり10年プラン」、「大山町地域福祉

計画」を上位計画とし、国及び県がそれぞれ策定した各種計画や各種関連計画との整合・連携

を保ちながら策定します。 
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３．計画期間                            

本計画の期間は、平成30年度から平成32年度の３年間とします。 

なお、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年（2025年）を見据えた中長期的な視点を持つも

のですが、法制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し、改善を図るものとします。 
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４．計画の策定体制                         

本計画の策定にあたっては、大山町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会において、

協議・検討を行いました。委員の構成については、町民代表、関係者代表、学識経験者、医師等

からの幅広い参画により、策定に関する協議・検討と計画に対する意見や要望の集約を図りまし

た。 

 

５．日常生活圏域の設定                       

日常生活圏域とは、高齢者が地域において安心して日常生活を送ることができるよう、地理的

条件、人口、交通事情その他の社会的条件、施設整備の状況などを総合的に勘案して定める圏域

です。 

本町では、第３期計画より町全体をひとつの生活圏ととらえ、日常生活圏域を１圏域として設

定し、これにより日常生活圏域ごとに整備する地域密着型サービスは町全域をそのエリアとして

利用することができるようになりました。第７期においても圏域ごとに介護サービスのアンバラ

ンスがないよう日常生活圏を全町で１圏域とし、地域福祉の充実を図ります。 
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